
 

発議案第７号 

   上越市自治基本条例の一部改正について 

 上越市自治基本条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

  平成２５年９月３０日提出 

                   提出者 上越市議会議員  佐 藤   敏 

                   賛成者    同     石 田 裕 一 

                    同     同     笹 川 栄 一 

                    同     同     内 山 米 六 

                    同     同     橋 爪 法 一 

                    同     同     杉 田 勝 典 

                    同     同     江 口 修 一 

                    同     同     永 島 義 雄 

                    同     同     石 平 春 彦 

                    同     同     近 藤 彰 治 

 

   上越市自治基本条例の一部を改正する条例 

上越市自治基本条例（平成２０年上越市条例第３号）の一部を次のように改正する。 

目次中「第３０条」を「第３１条」に、「第３１条・第３２条」を「第３２条・第３３条」

に、「第３３条―第３７条」を「第３４条―第３８条」に、「第３８条」を「第３９条」に、

「第３９条―第４１条」を「第４０条―第４２条」に、「第４２条」を「第４３条」に、

「第４３条・第４４条」を「第４４条・第４５条」に改める。 

 第１１章中第４４条を第４５条とし、第４３条を第４４条とする。 

 第１０章中第４２条を第４３条とする。 

 第９章中第４１条を第４２条とし、第４０条を第４１条とし、第３９条を第４０条とする。 

 第８章中第３８条を第３９条とする。 

 第７章中第３７条を第３８条とし、第３３条から第３６条までを１条ずつ繰り下げる。 

 第６章中第３２条を第３３条とし、第３１条を第３２条とする。 

 第５章中第３０条を第３１条とし、第２７条から第２９条までを１条ずつ繰り下げ、第 

２６条の次に次の１条を加える。 

 （出資法人） 

第２７条 市長は、市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの４分の１以上を出資し

ている法人（以下「出資法人」という。）に対して、適切な情報公開及び個人情報の保護



 

が行われるとともに、市の出資した目的が効果的かつ効率的に達成できるよう経営状況に

ついて報告を徴するほか、助言その他必要な措置を講ずるものとする。 

２ 市長は、前項の規定により報告のあった経営状況に基づき説明書類を作成し、議会に提

出するとともに、市民に周知するものとする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （上越市地域協議会委員の選任に関する条例の一部改正） 

２ 上越市地域協議会委員の選任に関する条例（平成１６年上越市条例第３０号）の一部を

次のように改正する。 

第１条中「第３２条第４項」を「第３３条第４項」に改める。 

 （上越市地域自治区の設置に関する条例の一部改正） 

３ 上越市地域自治区の設置に関する条例（平成２０年上越市条例第１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第１条中「第３２条第４項」を「第３３条第４項」に改める。 

 （上越市市民投票条例の一部改正） 

４ 上越市市民投票条例（平成２１年上越市条例第５号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「第３８条」を「第３９条」に改める。 

第３条第１項及び第５条第１項中「第３８条第２項」を「第３９条第２項」に改める。 

第６条中「第３８条第２項及び第７項」を「第３９条第２項及び第７項」に改める。 

第８条第１項中「第３８条第１項、第６項及び第７項」を「第３９条第１項、第６項及

び第７項」に改める。 

 


